
  国が平成２６年７月に策定した放課後子どもプランについて、更に推進させ
 るため、平成３０年９月に策定され、市の子ども子育て支援事業計画に盛り込
 むこととなりました。
    全ての児童の安全・安心な居場所づくりの確保を図ることとし、以下の目標
 が掲げられました。

 深谷市の現状

別紙参照

          今後の計画

 2019.３月 ・総合教育会議 ※運営委員会を設置して行う
・運営委員会設置の準備  運営委員会は既存の組織等を

４月〜 ・学童保育室（保育課）との連携  もって代替の活用も検討する。
・学校（学校教育課）との連携 ※１学期期間中は準備期間とする。
・指導員の調整（ちいきの先生等） ※モデル校での実施とし、次年度
・モデル校の選定  以降の開催におけるニーズ調査
・事業内容や実施回数の検討  等に努める。
・子ども子育て支援事業における計画の ※２０１９年度事業費については、
 策定（こども⻘少年課）  「がんばル〜ム」の予算内で

７月 ・参加児童の募集  収まる範囲とする。
９月〜 ・２学期期間中に第１回の開催を目指す。

 2020.１月 ・モデル校の実施状況確認
・次年度実施の確認

２月 ・次年度指導員の調整

平日の放課後子供教室の実施について

 新・放課後子ども総合プランとは

 

 ① 放課後児童クラブの待機児童の解消
 ② 放課後児童クラブと放課後子ども教室の一体的な実施
 ③ 学校施設の活用

  放課後児童クラブは、２０２３年度末まで引き続き待機児童を出さないよう、小学
 校などの教育施設を活用し、場所の確保をしていきます。また、単に放課後児童を預
 かるだけでなく、遊びや生活を通し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上を
 図ります。
  放課後子供教室は、⼟曜⽇の「がんばル〜ム」を引き続き実施する他、平⽇の放課
 後児童クラブとの一体的な実施に向けた、全児童が対象の「平⽇の放課後子供教室」
 を実施していきます。
  放課後児童クラブ及び放課後子供教室においては、引き続き学校と連携しながら、
 学校施設の活用をしていきます。

 放課後児童クラブ「学童保育室」
  市内には、公立２４室、私立１６室の計４０室が運営しており、全ての公立と一部の私立
 については、小学校敷地内もしくは隣接地に整備されております。既存の施設で児童の受入
 れが難しい場合は、余裕教室の活用により、待機児童を出さないように努めております。

 放課後子供教室「がんばル〜ム」
  全ての小学校の図書室等を活用して、⼟曜⽇の居場所づくりや学習の補完を目的として実
 施しています。指導・相談には公募している「ちいきの先生」があたり、主に国語、算数の
 学習支援をしています。

 深谷市がこれから取り組む事業

〜新・放課後子ども総合プランによる深谷市の活動〜

深谷市の放課後児童クラブ・放課後子供教室推進事業の現状と今後の取り組み

放課後児童

クラブ
現状

・公立２４、私立１６の計４０室
・公立はすべて小学校敷地内及び隣接地へ設置
・余裕教室の活用
・待機児童なし

・待機児童ゼロの継続
・保育の質の保持
・学びの場の提供

課題

平⽇放課後
の居場所

現状 放課後児童クラブ３割 放課後児童クラブ以外（家庭・習い事等）７割

⼟曜⽇の一体型
実施済

※一体型とは・・・
同一の小学校内等で両事業

を行い、全児童が放課後子

供教室の活動プログラムに

参加できる

課題
平⽇の一体型
実施の検討
平日未実施

平⽇の放課後子供教室の実施に向けて
・ニーズ調査・事業内容、回数の検討

・放課後児童クラブ、学校との調整

・地域住民の協力要請

⼟曜⽇（がんばル〜ム）
☆⼟曜⽇の学習支援・居場所作り☆

※ 平成１４年度から実施
放課後子供教

室推進事業 現状

平⽇
学びの場
・英語、科学等

実施（案）

☆放課後子供教室☆
体験の場

・スポーツ、文化

遊びの場
・昔の遊び

交流の場
・異学年、世代間

全児童が放課後安全・安
心に過ごし、多様な体

験・活動を行える場を提
供する
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